
  

【短期】海外就業体験実習コース 確認書 
このプログラムに申込みをするにあたり、以下の事項を確認致しました。(チェック欄に✓)  

 
【プログラム申込みについて】 

□ 海外就業体験実習に参加したい理由 
□ 海外就業体験実習と「留学」との違い 
□ 申込み正式受理後は、契約書「第 8 条 解約及び返金」に基づきプログラム費用が発生すること 

【受入先企業・団体について】 
□ 実習先での就労は無給である事 
□ 必ずしも希望する実習先に受入が確定するとは限らない事 
□ やむを得ない事情により、受入状況が変更となり、受入が不可となる場合がある事 
□ 受入先の事情などにより、出発/帰国日の変更を余儀なくされる場合がある事 
□ 現地受入状況が、日本で受けた説明と変更となっている場合がある事 
□ 実習先では、エントリーレベルの業務（雑務など）が多くなる可能性がある事 
□ 実習先では自分から積極的に分からない事は聞く事 
□ 自分の意思とは別に、やりたくない業務を課せられる場合がある事 
□ 予測できない状況の中で臨機応変に辛抱強く対応する事 

【ビザ・査証手配について】 
□ 査証申請は弊社より情報を受諾後、自己責任にて行う必要がある事 
□ 実習国の査証規定は急に変更がありえる事、または査証が不許可になる場合がある事 

【治安、安全について】 
□ 道端で見知らぬ人に声を掛けられた場合は、大きな声で助けを求めるかすぐに逃げるなど、自己 

防衛をする事 
□ 滞在中、実習国外への旅行をしない事 
□ 必ず海外傷害保険には加入する事。海外保険を自己手配される場合、現地で病院などにかかること 

があっても、保険会社の守秘義務及び個人情報保護の観点から、弊社が保険会社との仲介に入り、 
病状の確認や保険金請求などについてお手伝いが出来ない事 

【滞在先について】 
□ ホームステイ先の家庭には、様々な人種／家族構成／職業／宗教／年齢がある事 
□ ホームステイ先のハウスルールの理解に務め、従う事 
□ 帰りが夜遅くなる場合や、外泊する場合は、ホストファミリーに事前に知らせる事 
□ ホームステイ先での食事が、自分の嗜好と合わない場合があることや、ホストファミリーの事情に 

より家で一人になるケースがある事 
□ 確定していた滞在先がやむを得ぬ事由により変更になる可能性がある事 
□ 場合により出発前日までに滞在先のお知らせができない可能性がある事 
□ 滞在先から実習先までの通勤に際し、乗り換えや渋滞などで 1 時間以上かかる場合がある事 
□ 日本人が実習先や、ホームステイ先にいる可能性がある事 
□ アジアの滞在先は、ホステル/コンドミニアムになる事 
□ アジアでは食事がつかない事 
□ ベトナムでの通勤移動はタクシーになる事 
□ ベトナムではバイクに乗らない事（乗せてもらうのも、自分で運転するのも禁止） 

 
以上について ICC 国際交流委員会からの注意事項がある事を確認致しました。 

□ 上記事項を、保護者にも確認同意したことをここに確認します。 
 

 
参加者署名欄：       日付：         

 


